
田口会計事務所ニュース 12月号 

 

今回のテーマ：平成 29年分年末調整のポイント  

 

    年末調整の準備の時期となりました。年末調整のポイントは以下のとおりです。 

     

１．所得控除と税額控除 

 控除の種類  内容 提出書類 

配偶者控除と扶養控除 

 

配偶者控除や扶養控除の

対象となるのは、給与の支

払を受ける人（所有者本

人）と生計を一にする配偶

者や年齢 16 歳以上の親族

（いわゆる里子や養護老

人も含まれす）のうち、合

計所得が 38 万円以下の人

です。 

年の途中で異動が生じた

場合には、「扶養控除等異

動申告書」の提出が必要で

す。 

障害者等の控除 

 

所得控除には、障害者控除

（本人、控除対象配偶者、

扶養親族）、寡婦控除（本

人のみ）、寡夫控除（本人

のみ）勤労学生控除（本人

のみ）の控除があります。 

年の途中で異動が生じた

場合には、「扶養控除等異

動申告書」の提出が必要で

す。 

配偶者特別控除 給与の支払を受ける人（所

得者本人）の合計所得金額

が 1000 万円以下で、生計

を一にする配偶者の合計

所得金額が 38 万円超 76

万円未満（所得が給与所得

だけの場合には、給与の収

入金額が 103 万円超 141

万円未満）の場合には、そ

の金額に応じて最高 38 万

円が控除されます。 

この控除を受けるために

は、「配偶者特別控除申告

書」の提出が必要です。 



保険料控除 保険料控除には、社会保険

料控除（支払った保険料の

全額）、小規模企業共済等

掛金控除（支払った掛金の

全額）、生命保険料控除（最

高 5 万円）、地震保険料控

除（最高 5 万円）、地震保

険料控除（最高 5万円）が

あります。 

この控除を受けるために

は、「保険料控除申告書」

の提出が必要です。 

（特定増改築等） 

住宅借入金等 

特別控除（税額控除） 

給与所得者など（所得の金

額が一定の額を超える人

などは除かれます）が、一

定の要件を満たす家屋の

取得又は増改築をして平

成 33年 12月 31日までの

間に自己の居住の用に供

した場合においては、一定

の住宅借入金等を有する

ときは、一定の期間にわた

り所得税額から住宅借入

金等特別控除が控除され

ます。 

この控除を受けるために

は、「住宅借入金等特別控

除申告書」を提出する必要

があります。 

なお、最初の年分に 

ついては、確定申告により

控除の適用を受ける必要

があります。 

 

    ２．給与所得者と確定申告 

    （１）給与の収入金額が 2000万円を超える人、給与を 2か所以上から受けている人、 

       給与所得・退職所得以外の所得金額が 20万円を超える人などは、確定申告をし 

なければなりません。 

    （２）多額の医療費を支払った人や、災害や盗難にあった人などは、確定申告をする 

ことによって源泉徴収された税金が還付される場合があります。 

    （３）給与所得者の特定支出控除の特例は、その年中の特定支出の合計が給与所得控除 

       額の 2分の 1を超える場合に、確定申告により、その超える部分の金額を給与 

所得控除後の給与等の金額から控除できる制度です。 

（※）特定支出とは、一定の①通勤費、②転居費（転任に伴うもの）、③研修費、 

   ④資格取得費、⑤帰宅旅費（単身赴任に伴うもの）及び⑥勤務必要経費 

（上限 65万円）をいいますが、この特例の適用を受けるには、特定支出の 

金額を証する書類などが必要です。 


